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「子どもの水辺」再発見プロジェクトの更なる推進について（通知） 

 
 

文部科学省、国土交通省及び環境省では、子どもたちの河川の利用を促進し、

地域における子どもたちの体験活動の充実を図るため、平成 11 年 5 月 28 日付
け文生青第 344 号、平成 11 年 5 月 14 日付け建設省河環発第 24 号、平成 11 年

6 月 2 日付け環企企第 266 号により、平成 11 年度から標記プロジェクトを実施

しているところです。 
この度、上記 3 省からなる「子どもの水辺推進会議」を開催し、本プロジェ

クトの更なる推進を図るため、下記のような取組を行うこととし、別紙のとお

り本プロジェクトの内容を改定しました。 
つきましては、貴都道府県の教育委員会、河川部局及び環境部局が連携し、

各地域における本プロジェクトのより一層の支援に努めるようお願いいたしま

す。また、本プロジェクトは、各地域における主体的な取組をもとに推進され
るものであることから、今回の新たな取組も活用されるよう、貴都道府県管内

の市町村関係部局や本プロジェクトの内容に関心のある市民団体等へ積極的に

周知されるようお願いいたします。 



 

記 

 

 

１．市民団体等が中心となった取組の推進 

 

本プロジェクトはこれまで、都道府県の行政機関等からなる「子ども

の水辺連絡会（事務局：都道府県教育委員会）」が地域を選定した後、選

定された地域に設置される地域レベルの「子どもの水辺協議会」におい

て水辺を選定・登録し、そこでの活動の推進を図っていたが、昨今の地

域住民の市民活動への参加意欲の高まり等を受けて、河川における環境

保全活動、子どもたちの学習活動等、様々な分野において市民団体等の

主体的な活動が活発になってきていることを踏まえ、市民団体等が中心

（事務局）となって協議会を設置し、「子どもの水辺」を選定・登録する

ことも可能とする。 

 

２．「子どもの水辺サポートセンター」の新設 

 

川で子どもたちが活動するにあたっての相談窓口や情報発信・交換の

場となる「子どもの水辺サポートセンター」を財団法人河川環境管理財

団内に新たに常設し、各地域の活動を積極的に支援する。 

 

３．「子どもの水辺」の登録方法の変更 

 

「子どもの水辺サポートセンター」の設立にあわせ、「子どもの水辺」

の登録は、従来の地方整備局等への登録から「子どもの水辺サポートセ

ンター」への簡易な様式を用いた登録に簡略化する。 

 



（別 紙）

｢子どもの水辺｣再発見プロジェクトについて

第一 趣旨

子どもたちの体験活動の場を拡大し、また「川に学ぶ」体験を推奨する観点から、教

育委員会、河川部局、環境部局及び市民団体等が連携して「子どもの水辺」の選定・登

録及び必要に応じ整備を行うことにより、子どもたちの河川の利用を促進し、地域にお

ける子どもたちの体験活動の充実を図る。

第二 取組の体制

(1) 市区町村教育委員会等の教育関係者、河川管理者等で構成される「子どもの水辺協議

会 （以下 「協議会」という ）を設置し 「子どもの水辺」としてふさわしい水辺を選」 、 。 、

定する。

(2) 本プロジェクトを円滑に進めるため、都道府県単位に、都道府県教育委員会、河川管

理者、都道府県環境部局（自然保護部局を含む、以下同じ）で構成される「子どもの水

辺連絡会 （以下 「連絡会」という ）を設置する。」 、 。

(3) 本プロジェクトの積極的な推進を図るため、文部科学省、国土交通省及び環境省で構

成される「子どもの水辺推進会議 （以下 「推進会議」という ）を設置する。」 、 。

(4) 本プロジェクトを実施する各地域の活動を支援するため （財）河川環境管理財団内、

「 」（ 、「 」 。） 、に 子どもの水辺サポートセンター 以下 サポートセンター という を設置し

協議会で選定された「子どもの水辺」の登録を受け付けるとともに 「子どもの水辺」、

を活用した活動に対して様々な支援を行う。

第三 子どもの水辺協議会（地域レベル）

(1) 協議会

協議会は、行政関係者として市区町村教育委員会等の教育関係者、河川管理者を構成

員とするとともに、下記のような団体の代表者等を構成員とすることができる。事務局

は、構成員である行政関係部局、団体等のうちの一つが担当する。

・教育関係… 、子ども会等の青少年団体、学校教育関係者等PTA

・河川関係…川をフィールドとする市民団体、市区町村の河川関係部局等

・環境関係…水辺をフィールドとする代表的なこどもエコクラブ等

(2) 役割

① 子どもの体験活動の場にふさわしい「子どもの水辺」を選定し、河川管理者を窓

口として、別紙様式によりサポートセンターに登録するとともに、連絡会に報告す

る。また、協議会の構成団体、事務局等について変更があった場合についても、速

やかにサポートセンターに登録することとする。



② 「子どもの水辺」の選定にあたっては、可能な限り現状の水辺を利用したものと

するよう配慮するが、必要に応じ整備を行うことにより「子どもの水辺」になり得

る水辺も含むものとする。

③ 学校教育、社会教育等の関係機関、団体と連携し、地域で「子どもの水辺」が利

用されるよう、子どもたちの体験活動の増加に繋がる活動の支援・実施を行う。

【水辺を選定する際の観点（例 】）

① 子どもたちの遊び、体験活動の場としての利用に適した水辺であるか。

② 安全教育の実施や川の構造上等から、子どもたちが安全に遊べる体制になって

いるか。

③ 子どもたちの水辺での活動をサポートする団体等が存在し、利用促進の体制が

整えられるか。

【子どもの水辺での体験活動（例 】）

① 水辺の遊びや水辺での自然とのふれあい活動

昆虫採集、笹舟作り、魚捕り、川辺の散策、河川敷での炊事 等

② 河川での自然観察活動

水生生物、野鳥、植物の観察 等

③ 河川の愛護活動

ごみ拾い、草刈り 等

④ 写生会等の美術・創作活動

河川での写生会や俳句・詩歌づくり、ストーンペインティング等の創作 等

第四 子どもの水辺連絡会（都道府県レベル）

(1) 連絡会は、都道府県教育委員会、河川管理者、都道府県環境部局によって構成し、事

務局はこれらの一つが担当する。連絡会には、上記行政関係者の他、必要に応じ自然保

護事務所、都道府県単位の 、子ども会等の青少年団体をはじめ関係団体等の関係PTA

者の参加を求めることができる。

、 、 。 、(2) 連絡会は 構成員協議の上 協議会の設置を促す地域を選定することができる なお

協議にあたっては、それぞれの部局で協議会を設置するにふさわしい地域などについて

の情報を持ち寄るものとする。

(3) 都道府県教育委員会は、市区町村教育委員会、 、青少年団体、学校教育関係者等PTA

に対し、河川管理者は、川を活動の場とする市民団体、市区町村の河川関係部局等に対

し、都道府県環境部局は、市区町村の環境部局やこどもエコクラブ等に対し、それぞれ

協議会の設置の推進や協議会への参加等について協力要請を行う。



第五 子どもの水辺推進会議（国レベル）

文部科学省、国土交通省及び環境省からなる推進会議を設置し 「子どもの水辺」へ、

の活動支援を行う施策等の情報交換を行い、本プロジェクトの推進に努める。

第六 子どもの水辺サポートセンター

、「 」 、 。サポートセンターは 子どもの水辺 を活用した活動に対して 以下の支援を行う

また、協議会の設置状況等について推進会議に随時報告するものとする。

① 全国各地域の情報収集、会報誌、ホームページ等による情報発信

② 「子どもの水辺」における自然体験活動や環境学習を実施する際に必要となる資機

材の提供、活動を支援できる市民団体等のコーディネートなど

第七 広報活動等

教育委員会、河川管理者、環境部局は、登録された水辺について、その利用を促進す

るため、広報活動に努めるほか、子どもたちが安全に活動できるよう配慮することとす

る。

第八 河川の整備等

「子どもの水辺」再発見プロジェクトは、現状の河川を利用して子どもたちの遊びの

場、自然体験の場として活用するものであるが、体験活動の場にふさわしい「子どもの

水辺」にするため、河川整備が必要な場合には 「水辺の楽校プロジェクト」として河、

川管理者が支援し、その実現に努めるものとする。



（別紙様式） 

「子どもの水辺」の登録について 
 
 
 
 
 

都道府県名 市区町村名（郡名） 子どもの水辺名 河川名（水系名） 

   （       ） 

 

【子どもの水辺協議会 構成団体】 
連絡先 事務

局*1 

種別*2 名称*3 
(部局等がある場合はその名称まで) 担当者名 E-mail(情報提供先) 住所 TEL FAX 

 教 育 委

員会 

    (    ) (    ) 

 河 川 管

理者 

    (    ) (    ) 

      (    ) (    ) 

      (    ) (    ) 

      (    ) (    ) 

      (    ) (    ) 

      (    ) (    ) 

活動内容 
 

*1 事務局：事務局を担当する団体にチェックしてください 
*2 種 別：各団体の概略の種別を記入してください。（市民団体、PTA、子ども会、エコクラブ、学校、教育委員会、市役所、河川管理者など） 
*3 名 称：各団体の名称を記入してください。（○○川を考える会、○○市立○○小学校、○○県○○土木事務所など） 

※その他：あわせて「子どもの水辺」の位置図のご提出をお願いいたします。また、記入欄が足りない場合は、この用紙をコピーしてお使い下さい。 

送付先：子どもの水辺サポートセンター 
E-mail: msc@mailmsa.org 

FAX: 03-3297-2677 



 

「子どもの水辺」再発見プロジェクトの推進体制 
 

【これまでの体制】 

 

    （都道府県単位） 

 

・ 都道府県教育委員会（事務局） 

・ 河川管理者 

・ 都道府県環境部局 

 

・自然保護事務所 

         ・PTA，子ども会等の青少年団体 等 

子どもの水辺連絡会 

子どもの水辺協議会の 

設置を促す地域を指定 

 

 

・ 市区町村教育委員会 

・ 河川管理者（事務局） 

・ 都道府県環境部局 
 

・PTA，子ども会等の青少年団体，学校教育関係者等 

・川をフィールドとする市民団体，市区町村の河川関係部局等

      ・水辺をフィールドとする代表的なエコクラブ等 

子どもの水辺協議会 

協力 

地方整備局等 

河川管理者が 

「子どもの水辺」を登録 

協力 

参考 



 

【新体制①(子どもの水辺連絡会の地域指定による登録)】 

 

 

 

 

 

・市区町村教育委員会 

・河川管理者      （事務局：いずれか一つが担当） 

・市民団体等 

・PTA，子ども会等の青少年団体，学校教育関係者等 

・川をフィールドとする市民団体，市区町村の河川関係部局等 

   ・水辺をフィールドとする代表的なエコクラブ等 

子どもの水辺協議会 

    （都道府県単位） 

 

・ 都道府県教育委員会 

・ 河川管理者      （事務局：いずれか一つが担当） 

・ 都道府県環境部局 

 

・自然保護事務所 

         ・PTA，子ども会等の青少年団体 等 

子どもの水辺連絡会 

子どもの水辺 

サポートセンター 

子どもの水辺協議会の 

設置を促す地域を指定 

河川管理者が「子ども
の水辺」を登録 

「子どもの水辺」を登録

したことを報告 

情報発信 

資機材の提供、市民団体等のコー

ディネート等、さまざまな支援 

 

 

・ 文部科学省 

・ 国土交通省 

・ 環境省 

子どもの水辺推進会議 

情報交換 

プロジェクトの推進 状況報告 

協力 



 

【新体制②(子どもの水辺協議会が主体となった登録)】 
 

 

 
あっ（都道府県単位） 

 

・ 都道府県教育委員会 

・ 河川管理者      （事務局：いずれか一つが担当） 

・ 都道府県環境部局 

 

・自然保護事務所 

         ・PTA，子ども会等の青少年団体 等 

 

 

・市区町村教育委員会 

・河川管理者      （事務局：いずれか一つが担当） 

・市民団体等 

・PTA，子ども会等の青少年団体，学校教育関係者等 

・川をフィールドとする市民団体，市区町村の河川関係部局等 

   ・水辺をフィールドとする代表的なエコクラブ等 

子どもの水辺協議会 

子どもの水辺連絡会 

子どもの水辺 

サポートセンター 

河川管理者が「子ども
の水辺」を登録 

「子どもの水辺」を登
録したことを報告 

情報発信 

資機材の提供、市民団体等のコー

ディネート等、さまざまな支援 

 

 

・ 文部科学省 

・ 国土交通省 

・ 環境省 

子どもの水辺推進会議 

情報交換 

プロジェクトの推進 状況報告 

市民団体等が中心となった

協議会の運営 

協力 

※子どもの水辺連絡会に 

よる地域指定は不要 


